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内部統制システム構築に関する基本方針 

（2026年 3月改定全文） 

 

 

  1. 当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1)当社は、法令や定款、社会規範を遵守するために行動規範の制定、組織体制構築、教育・研修を 

  実施するほか、内部通報窓口を設置するとともに、その情報を違反発生予防・是正・再発防止に活用す

る。 

(2)当社の経営を監視するために社外取締役を選任し、社外取締役である監査委員を含む         

監査委員会により、監査の充実を図る。 

(3)当社の内部監査部門は、当社の業務遂行が法令、定款、社内規程等に違反していないかについて 

  厳しく監査する。問題点が発見された場合は、関連する取締役等に報告し、以降の改善状況を    

定期的に確認する。 

(4)当社の会社法に基づく内部統制対応の中核組織として、執行役 CEOを委員長、              

内部統制担当役員を副委員長とする内部統制委員会を設置する。 

 

  2. 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1)当社の業務上のリスクについては、取締役会や経営会議への付議基準をそれぞれ取締役会規則、 

  経営会議規則において明確に定め、それに基づき運用する。 

(2)当社の各部門等の組織単位でリスク管理の責任者を任命し、この責任者を核にリスク管理体制の 

  確立・強化を図る。 

(3)当社にリスク管理推進担当組織を設置し、全社的なリスク管理体制の整備・強化に努める。 

(4)不測の事態が発生した場合に備え、速やかに当社の取締役等へ情報を伝え、迅速で的確な対応が 

  できるよう体制を整備する。 

 

  3. 当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1)当社は、全社的な経営計画を定め、その実現に向けた各機能組織の具体的な業務目標と執行方法を

明確にし、取締役が定期的に実施状況の報告を受け、経営効率の維持・向上を図る。 

(2)当社の取締役及び執行役の責任・権限を明確にし、取締役会規則及び経営会議規則等に基づき、  

取締役会や経営会議等の効率的な業務執行を行う。 

(3)当社の効率的な組織運営・業務執行を行う体制を整備し、迅速かつ機動的に重要事項の意思決定を 

行える体制を構築するため、取締役会は、法令の定める範囲において、業務執行の決定を幅広く  

執行役に委任することにより、職務執行が効率的に行われることを確保する。 

    (4)当社の意思決定の迅速化を図り、意思決定プロセスを明確にするため、明確で透明性の高い         

権限基準を整備する。 

 

  4. 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

当社は、社内規程等に基づき、執行役の職務の執行に係る情報を文書又は電子データとして作成し、 

管理責任者を定め、情報の重要度に応じて、作成方法、保存方法、保存期間、複写・廃棄方法等を  

定め、適正に管理する。 

 

  5. 当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 
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(1)当社は、各当社子会社の主管組織、当社子会社管理に関する責任と権限、管理の方法等を社内規程

等により定め、企業集団における業務の適正な運用を確保する。 

(2)当社は、当社子会社の規模・業態等に応じ、当社子会社に対する指導・管理等を通じて、        

当社子会社の役職員による法令及び定款に則った適正な業務遂行、当社の定める行動規範の遵守、

及び業務監査の体制整備・充実を図る。 

(3)当社は、当社子会社の規模・業態等に応じ、当社子会社に対するリスク管理の実施の指導等を     

通じて、当社子会社におけるリスク管理体制の整備・強化に努める。 

(4)当社は、当社子会社の規模・業態等に応じ、関係会社管理業務規則その他の社内規程等に従った 

  当社子会社の指導、管理等を通じて、当社子会社の強化、発展及び合理化の促進を図る。 

(5)当社は、当社子会社の事業、業績、財務状況その他の重要な情報について、当社への事前又は   

事後の説明・報告が行われるよう関係会社管理業務規則その他の社内規程等を整備する。 

(6)当社及び当社子会社が各々の財務情報の適正性を確保し、信頼性のある財務報告を          

作成・開示するために必要な組織・社内規程等を整備する。 

 

  6. 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項 

当社の監査委員会の職務を補助するための組織を設け、専任者を配置する。 

 

  7. 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の執行役からの独立性及び      

当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

(1) 当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人は、執行役又は他部署の使用人を兼務せず、     

もっぱら監査委員会の指揮命令を受けてその職務を遂行する。 

(2) 当社の監査委員会の職務を補助するための専任者の人事異動については、事前に監査委員会の 

意見を徴する。また、当該専任者の評価は、監査委員会が実施する。 

 

  8. 当社の取締役（監査委員である取締役を除く。）、執行役及び使用人並びに当社子会社の取締役・   

監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査委員会に報告をするための体制その他

当社の監査委員会への報告に関する体制 

(1)当社の監査委員は、当社の取締役会はもとより、その他の重要な会議に出席する。 

(2)当社は、経営、コンプライアンス等に係る当社及び当社子会社内の重要情報が確実に監査委員会に 

提供される仕組みを整備し、運用を徹底する。 

(3)当社及び当社子会社の役職員は、当社の監査委員会から業務執行に関する事項について報告を  

求められたときは、速やかに適切な報告を行う。 

(4)執行役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、ただちに監査委員に   

報告する。 

 

  9． 第 8項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを         

確保するための体制 

当社は、当社の監査委員会に対して直接又は間接的に報告を行った当社及び当社子会社の      

役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、           

その旨を当社及び当社子会社の役職員に周知徹底する。 

 

  10. 当社の監査委員の職務の執行（監査委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払

い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
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当社は、当社の監査委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第 404条第４項に基づく費

用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該

監査委員の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに当該費用又は債務を     

処理する。 

 

  11. その他当社の監査委員会の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制 

当社の監査委員会は、執行役 CEO との定期的な意見交換を行い、また内部監査部門や          

会計監査人とも連携を図り、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。 

 

  12. 反社会的勢力排除に向けた体制 

当社及び当社子会社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の不当な要求に対しては、 

組織全体として毅然とした態度で対応し、反社会的勢力との関わりを一切持たないよう対処する。 

 

以上 


